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「幸 福」 
 

社会福祉法人 昭 徳 会   基 本 方 針 

 

１ ひとりひとりに、思いやりの心をもって接します 

 

２ ひとりひとりを尊重し、その人に合った支援、援助を

します 

 

３ ひとりひとりを大切に、まごころで接します 

 

４ わたしたちは、すべての人の幸福を目指し、たゆみな

く援助技術の向上に努めます 

 

５ わたしたちは、お互いに助け合い、よりよい生活ができ 

るよう努めます
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 １ 施設の概要（慈泉寮） 

(１)  設置目的 

          児童自立生活援助事業は、児童の自立支援を図る観点から、義務教

育終了後、 里親や小規模住居型児童養育事業を行う者への委託又は児

童養護施設等への入所措置が解除された児童、母子生活支援施設にお

ける保護の実施を解除された者及び一時保護を解除された者等に対し、

これらの者が共同生活を営むべき住居等 （以下「児童自立生活援助事

業所」という。）において、相談その他の日常生活 上の援助及び生活

指導並びに就業の支援（以下「児童自立生活援助」という。）を行い、

あわせて児童自立生活援助の実施を解除された者への相談その他の援

助 を行うことにより、社会的自立の促進に寄与することを目的とする。 

 

 

(２)  名称及び所在地 

          名 称   自立援助ホーム 慈泉寮 

          所在地   名古屋市昭和区福江３丁目５番１０号 

 

(３)  設置経営 

          社会福祉法人 昭徳会 

 

(４)  入居定員 

           ８名  （男子  ４名・女子  ４名） 

 

(５)  沿革 

          ア  名古屋市は、平成２年度民生事業の一環として、新たに 

            児童の自立相談援助事業を開始するため、自立援助ホーム 

            の設置及び経営を社会福祉法人昭徳会に委託された。 

          イ  昭徳会ではこれを受け、市から施設整備資金の一部補助を 

            受け、名古屋市昭和区駒方町にあった旧法音寺学園の建物を 

            全面改装して居室とし、平成３年１月に自立援助ホーム慈泉 

            寮を開設した。 

          ウ  その後事業は、順調に推移したが、建物用地返却の問題か 

            ら建物の移転を余儀なくされたが、幸いにも法音寺信徒故 

            中村時三氏のご遺志により、ご遺族から現在地の土地を無償 

            でご提供いただき、平成９年３月に建物を新築した。 
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          エ  平成１０年４月、国においては、児童福祉法の一部改正を

行い、自立援助ホームは、「児童自立生活援助事業」とし、

児童居宅生活支援事業の一類型として法定化された。 

          オ  平成２１年４月、国においては、児童福祉法の一部改正を

行い、「児童自立生活援助事業」が補助事業から児童保護措

置費事業へと変わる改革が行われた。 

          カ  平成２３年４月、児童保護措置費制度の事務費が現員払い

から定員払いとなる。 

          キ  平成２４年４月、機能強化を図るために定員を男子４名女

子４名の８名とする。また、名古屋市補助事業として児童養

護施設等退所児童就労支援事業を新たに開始。 

          ク  平成２９年６月、名古屋市委託事業として名古屋市ステッ

プハウスモデル事業を新たに開始。 

          ケ  令和２年４月、名古屋市ステップハウスモデル事業が名古

屋市社会的養育ステップハウス事業に名称変更。 

          コ 令和６年４月、改正児童福祉法施行に伴い既存の自立援助ホ

ームは「児童自立生活援助事業Ⅰ型」となる。 

 

（６） 敷地及び建物 

           敷地面積     ５０６．４５㎡ 

           建物構造     鉄骨造スレート葺  ３階建 

           建物延面積    ４７０．４０㎡ 

 

（７） 組織及び職員数 

          寮 長          児童指導員・保育士 （３名） 

          （兼 務）        自立支援担当職員  （１名） 

                       非常勤心理担当職員 （２名） 
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    （８） 建物平面図(慈泉寮) 

 

      鉄骨３階建（敷地面積～５０６．４５㎡・建物面積～４７０．４０㎡） 
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      施設の概要（かりん） 

(１)  設置目的 

          児童自立生活援助事業は、児童の自立支援を図る観点から、義務教

育終了後、 里親や小規模住居型児童養育事業を行う者への委託又は児

童養護施設等への入所措置が解除された児童、母子生活支援施設にお

ける保護の実施を解除された者及び一時保護を解除された者等に対し、

これらの者が共同生活を営むべき住居等 （以下「児童自立生活援助事

業所」という。）において、相談その他の日常生活 上の援助及び生活

指導並びに就業の支援（以下「児童自立生活援助」という。）を行い、

あわせて児童自立生活援助の実施を解除された者への相談その他の援

助 を行うことにより、社会的自立の促進に寄与することを目的とする。 

 

(２)  名称及び所在地 

          名 称   自立援助ホーム かりん 

          所在地   名古屋市昭和区御器所３丁目２番１３号 

 

(３)  設置経営 

          社会福祉法人 昭徳会 

 

(４)  入居定員 

           女子５名 

 

    （５）   沿革 

         名古屋市内において特に女子の就学者の居住先が不足して

おり、受皿の確保として、平成３０年４月１日に主に就学者

の女子を対象とした自立援助ホームかりんを開設した。 

 

(６)  組織及び職員数 

             ホーム長         児童指導員・保育士（２名） 

              （兼務）        自立支援担当職員 （１名） 
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（７）  建物平面図（かりん） 

 

 

２ 援助事業内容 

（１） 児童養護施設等への入所措置が解除された児童に対して生活

の場の提供や再出発に向けて相談援助を行い、社会的に自立

できるように努めること。 

（２） 職場等の開拓にあたっては、幅広い分野にわたって理解を求  

       め、児童等の就労の場を広げるとともに、その児童等に適した 

職場の選択をさせ、就労自立を図ること。 

（３） 児童相談所、福祉事務所、司法関係、公共職業安定所、雇用 

       主等の関係者並びに関係機関とのネットワークを図り、児童等 

       にとっての最善の選択に努めること。 

（４） ホームを退居した児童等に対する生活相談などに努めること。 

 

  ３ 援助目標 

     児童等の状況を充分に把握し、双方で自立の目途を確認した上で、 

    本人目標を定め、それに向けて毎日の生活、仕事が充実するよう取組 

み、将来的に自己生活が営まれるよう、社会に適応できる人づくりの

援助を行う。 

（１） 生活援助 

       ア 自分に合った生活をするとともに、社会生活を送るための自覚を認

識するよう助言・援助を行います。 

       イ 自己生活が機能するよう、健康管理、金銭管理、余暇活用等、日常 

        生活における必要最低限の常識を身に付けるための援助を行います。 
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（２） 就労援助 

       ア 自分のために「働く」ということが、どういうことなのか理解させ、 

        就労への取組み姿勢及び職場での対人関係に関する指導・助言を行い 

        ます。 

       イ 協力事業所と連携して、児童等の状況を把握し、本人が継続して就 

        労できるよう労働に対する意欲を持たせるための援助を行います。 

（３） 退居後援助 

       ア 退居した児童等の状況により引き続き、生活や就労が安定したもの  

        となるよう、アフターフォローを行います。 

       イ 退居した児童等から生活・就労相談があった場合は、ケースに応じ 

        て対応し、適切な助言等を行い、その児童等にとって最善な選択がで 

        きるようにします。 
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  ４ 入居及び退居 

（１） ホームに入居できる対象児童等は、名古屋市自立援助ホーム      

事業実施要綱第３条の規定に基づき義務教育を終了した原則２０              

歳未満の児童等とします。 

（２） 入居については、名古屋市へ義務教育終了児童等からの申込 

(契約申請)、もしくは、当該義務教育終了児童等の依頼を受けて、

自立援助ホームが当該申込書の提出を代わって行います(代理契

約申請)。 

ホームに入居できる期間は、概ね１年までを目途としていま 

すが、児童等の生活及び就労状況により、寮長と名古屋市が協   

議を行い、委託の継続又は解除の決定を行います。 

 

    入居及び退居の手続き例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ５ 利用料について 

      入居者負担金 

        令和 6 年度より、国の要綱改正により入居者の負担金はなし。 

 

 代理 
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入居承認 委託措置 

決定 

相   談 

委託措置 解除 

（徴収金の発生） 
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６ 名古屋市児童養護施設等退所児童就労支援事業 

（趣旨） 

           この要綱は、児童養護施設等に入所している児童が施設退所後に自立し

て安定した生活を送れるようになることを目的として、児童養護施設等か

らの相談に応じ、必要な就職活動の助言を行うとともに、ハローワーク等

との連絡調整を行うなどの就労支援事業に対して補助する児童養護施設等

退所児童就労支援事業の運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（事業の内容） 

  本事業での事業内容は、以下に定めるものとする。 

（１）退所を控えた子どもに対する支援 

  ① 地域生活を始める上で必要な知識、社会常識等を学ばせるための講習

会・職場体験実習・職場訪問見学等、生活技能等を習得するための支

援を行うこと。 

  ② 退所を控えた子どもが抱える自立生活への不安や悩み等の相談に応

じること。 

  ③ 高校を中退・退学した子ども等の進路や求職活動等に関する問題につ

いて相談に応じ、必要に応じて専門機関の活用や面接の付き添いを行

う等の支援を行うこと。 

  ④ 子どもの入所施設等と連携の下、子どもとの関係性を深めるとともに、

子ども同士の交流等を図る活動を行うこと。 

  ⑤ その他、地域生活を始める上で必要な支援を行うこと。 

（２）退所後の支援 

   ① 住居、家庭、交友関係、将来への不安等に関する生活上の問題につい

て相談に応じ、必要に応じて他機関と連携する等の必要な支援を行う

こと。 

  ② 職場の対人関係、離職・転職等に関する就業上の問題や、進路、求職

活動等に関する求職上の問題、就学と生活の両立に関する問題等につ

いて相談に応じ、必要に応じてハローワーク等専門機関の活用、職場

との連携、面接の付き添いを行う等の支援を行うこと。 

  ③ 子どもが気軽に集まる場を提供し、意見交換や情報交換、情報発信等

自助グループ活動の育成支援を行うこと。 

  ④ その他、地域社会において自立生活する上で必要な支援を行うこと。 

 

組織及び職員数 

      管理者          相談員   （１名） 

                   非常勤職員 （３名） 
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７ 名古屋市社会的養育ステップハウス事業 

（趣旨） 

この要綱は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第２

７条第１項第３号による施設入所措置、法第３３条の６第１項による児童自立生活

援助の実施、又は法３３条第１項及び第２項による一時保護が解除された者のうち、

就労又は就学（以下「就労等」という。）し自活する者に対し、児童自立生活援助事

業所職員による巡回見守りを行う住居の提供をすることで、無理のないステップで

の自立を促進し、自立後の生活の安定を図ることを目的とした社会的養育ステップ

ハウス事業の実施に関して必要な事項を定めるものとする。 

 

（運営の主体） 

本事業の実施にあたっては、本市において児童自立生活援助事業を実施している 

法人に委託するものとする。 

 

（対象者） 

 この事業の対象は、法第２７条第１項第３号による施設入所措置、法第３３条の

６による児童自立生活援助の実施、又は法３３条第１項及び第２項による一時保護

が解除された者で、次のいずれも満たす者とする。（１）就労等にあたり住居支援が

必要と判断される者（２）次に掲げる者から推薦を得た者  

 

 

ア  児童自立生活援助事業所Ⅰ型（児童福祉法施行規則（昭和２３年厚生省令第１

１号。以下「規則」という。）第３６条の４の２第１号）又は児童自立生活援助

事業所Ⅱ型（規 則第３６条の４の２第２号）を退所した者については当該事業

所の管理者 

イ  法第２７条第１項第３号による施設入所措置（里親又はファミリーホームへの

措置 委託を除く。）が解除された者については、入所していた施設の長  

ウ  法第２７条第１項第３号により里親若しくはファミリーホームに措置委託され

ていた者、児童自立生活援助事業所Ⅲ型（規則第３６条の４の２第３号）を退

所した者、又は法第３３条第１項及び第２項による一時保護が行われていた者

については児童相談所長 

 （利用期間） 

利用期間は１年以内とする。ただし、特段の事情がある場合は、この限りでない。 

 

（ステップハウスの物件及び設備等） 

１ ステップハウスの物件は市長が指定する住居とする。 

２ ステップハウスの設備等は、利用者の日常生活に支障がないよう、必要な設備
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を有し、第２条の委託を受けた法人（以下「法人」という。）の職員等が利用者

に対して適切な援助及び生活指導を行うことができる形態とする。 

３ ステップハウスは保健衛生及び安全について配慮されたものでなければならな

い。 

４ 利用者の居室は個室とする。 

 

（事業内容） 

法人は、本市が本事業を円滑に実施するため、次に掲げる事業を行うものとする。 

（１）次条に定める利用者に対する自立支援 

（２）物件や設備等の準備、整備及び管理 

（３）利用にかかるルールの策定 

（４）物件のある地域への説明、折衝及び地域との連携 

（５）市長が指定する物件の借り上げ 

（６）その他、本事業を実施するにあたって市長が必要と認めるもの 

 

（対象者に対する支援内容） 

法人は、利用者が自立した生活を営むことができるよう、その者の身体及び精神

の状況並びにその置かれている環境に応じて、次に掲げる適切な援助及び生活指導

等を行うものとする。 

（１）施設等を退所し就職自立する者に対する住居の提供 

（２）法人職員による巡回による見回り支援や生活指導及び就労継続指導 

（３）利用者の退所施設等及び名古屋市民間児童養護施設入所児童等自立支援事業実施

要綱に規定する自立支援を担当する職員との連携 

（４）名古屋市児童養護施設等退所児童就労支援事業の実施者との連携による就労支援 

（５）自治会活動への参加を通じた、地域との繋がり方や社会的自立の支援 
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令和 6 年度 
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１ 入居者の状況 

（１） 児童の入居状況 （令和 7 年 4 月 1 日現在） 

性別 年齢   入居年月日 職 業 入居経路 出身施設 

女 18 R5.3.29 販売 名古屋市児相 家庭 

女 18 R6.3.28 
飲食 

（専門学校 1 年生） 
愛知県児相 家庭 

男 17 R6.4.5 
飲食 

（単位制高校 2 年生） 
名古屋市児相 市内児童養護施設 

男 16 R6.11.18 
無職 

（全日制高校 2 年生） 
名古屋市児相 市内児童養護施設 

女 19 R7.1.10 
販売 

（4 年制大学 2 年生） 
名古屋市児相 家庭 

女 17 R7.2.7 無職 名古屋市児相 家庭 

 

 

（２） 令和 6 年度 月別入・退居状況 

月別 各月初日入居児数 当月新規入居児数 当月退居児数 

４ 5 2 0 

５ 7 0 0 

６ 7 0 1 

７ 6 0 0 

８ 6 0 1 

９ 5 0 0 

１０ 5 0 1 

１１ 4 1 0 

１２ 5 0 0 

１ 5 1 0 

２ 6 1 0 

３ 7 1 2 

計 68 6 5 

 前年度からの繰越 5 名、令和 6 年度中に入居した者 6 名、合計 11 名の援助を

行った。年間の入居児延人数は、68 名で月平均 5.66 名であった。 
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（３） 新規入居措置種別 

種別 委託措置 一時保護委託 補導委託 私的契約 計 

男 0 3 0 0 3 

女 1 2 0 0 3 

計 1 5 0 0 6 

 

 

（４） 年齢別新規入居件数 

年齢 １５歳 １６歳 １７歳 １８歳 １９歳以上   計 

男 0 2 1 0 0 3 

女 0 0 2 0 1 3 

計 0 2 3 0 1 6 

 

 

（５） 経路別新規入居件数 

区分 
児童養護 

施 設 

児童自立 

支援施設 

児童 

相談所 

家庭 

裁判所 
弁護士 

福祉 

事務所 
その他 計 

男 0 0 3 0 0 0 0 3 

女 0 0 3 0 0 0 0 3 

計 0 0 6 0 0 0 0 6 

  

 

     （６） 退居先別件数 

区分 アパート 会社寮等 他施設・機関 
親族・知人

宅 
無断退所 

その他 

(病院・GH) 
計 

男 0 1 0 0 0 0 1 

女 1 0 2 0 0 1 4 

計 1 1 2 0 0 1 5 
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２ 入居相談の状況 

（１） 年齢別入居相談 

年齢 中学生 １５歳 １６歳 １７歳 １８歳 １９歳 ２０歳以上 不明 計 

男 0 1 8 2 1 0 1 0 13 

女 3 1 4 4 2 1 0 0 15 

計 3 2 12 6 3 1 1 0 28 

 

 

（２） 経路別入居相談 

経路別 
児童養護 

施 設 

児童自立 

支援施設 

児童 

相談所 

家庭 

裁判所 

保護 

観察所 
弁護士 少年院 

家庭 

その他 
計 

男 0 0 12 0 0 0 0 1 13 

女 1 0 14 0 0 0 0 0 15 

計 1 0 26 0 0 0 0 1 28 

   

 

３ アフターケア件数 

対応項目 来寮 訪問 電話 
金銭

援助 
メール 

トラブ

ル等 
宿泊 その他 計 

男 30 3 33 0 134 0 0 76 276 

女 43 14 68 0 219 0 0 84 428 

計 73 17 101 0 353 0 0 160 704 
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令和 6 年度 

か り ん 
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１ 入居者の状況 

（１）児童の入居状況 （令和７年 ４月 １日現在） 

性別 年齢   入居年月日 職 業 入居経路 出身施設 

女 21 令和 4 年 6 月 28 日 
飲食 

（４年制大学４年生） 
名古屋市児相 家庭 

女 16 令和 7 年 1 月 29 日 
無職 

（通信制高校２年生） 
名古屋市児相 市内児童養護施設 

女 18 令和 7 年 3 月 31 日 
小売業 

(４年制大学１年生) 
名古屋市児相 市内児童養護施設 

 

 

（２）令和 6 年度 月別入・退居状況 

月別 各月初日入居児数 当月新規入居児数 当月退居児数 

４ ４ ０ ０ 

５ ４ ０ １ 

６ ３ ０ ０ 

７ ４ ０ １ 

８ ３ ０ ０ 

９ ３ ０ ０ 

１０ ３ １ １ 

１１ ３ ０ ０ 

１２ ３ ０ ０ 

１ ２ ０ ０ 

２ ３ ０ ０ 

３ ３ １ ０ 

計 ３８ ２ ３ 

 前年度からの繰越 4 名、令和 6 度中に入居した者 2 名、合計 6 名の援助を行

った。年間の入居児延べ人数は、38 名で月平均 3.16 名であった。 

 

（３） 入居措置種別 

種別 委託措置 一時保護委託 補導委託 私的契約 計 

女 ２ １ ０ ０ ３ 

計 ２ １ ０ ０ ３ 

 



 

17 

 

（４） 年齢別入居件数 

年齢 １５歳 １６歳 １７歳 １８歳 １９歳以上   計 

女 ０ ０ １ １ ０ ２ 

計 ０ ０ １ １ ０ ２ 

 

 

     （５） 経路別入居件数 

区分 
児童養護 

施 設 

児童自立 

支援施設 

児童 

相談所 

家庭 

裁判所 
弁護士 

福祉 

事務所 
その他 計 

女 ０ ０ ２ ０ ０ ０ ０ ２ 

計 ０ ０ ２ ０ ０ ０ ０ ２ 

  

 

     （６） 退居先別件数 

区分 
アパート 

移 動 

会社寮等

へ移 動 

他施設・機関 

へ移動 

親族・知人宅 

へ移動 

無断退所 

移動 
その他 計 

女 １ ０ ０ ２ ０ ０ ３ 

計 １ ０ ０ ２ ０ ０ ３ 

 

 

２ 入居相談の状況 

（１） 年齢別入居相談 

年齢 中学生 １５歳 １６歳 １７歳 １８歳 １９歳 ２０歳以上 不明 計 

女 １ １ ２ ２ ２ ２ ０ １ １１ 

計 １ １ ２ ２ ２ ２ ０ １ １１ 

 

 

 

 

（２） 経路別入居相談 

経路別 
児童養護 

施 設 

児童自立 

支援施設 

児童 

相談所 

家庭 

裁判所 

保護 

観察所 
弁護士 少年院 

家庭 

その他 
計 

女 １ ０ １０ ０ ０ ０ ０ ０ １１ 

計 １ ０ １０ ０ ０ ０ ０ ０ １１ 
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  ３ アフターケア件数 

対応項目 来寮 訪問 電話 金銭援助 メール トラブル等 宿泊 その他 計 

女 １４ １ ７０ ０ １７４ ０ ０ ３１ ２９０ 

計 １４ １ ７０ ０ １７４ ０ ０ ３１ ２９０ 
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資   料 
 

（慈 泉 寮） 
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１ 入退居件数 

年 度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 合計 

性 別 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 

入居件数 3 2 2 3 5 8 1 1 3  8 14 22 

退居件数 5 7 4 2 4 4 3 1 1 4 17 18 

入居件数合計 5 5 13 2 11 36 

退居件数合計 12 6 8 4 5 35 

２ 年齢別入居件数 

年 度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 合 計 

性 別 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 

15 歳 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 

16 歳 1 1 2 3 2 3 0 0 2 0 7 7 

17 歳 1 1 0 0 1 2 1 1 1 0 4 4 

18 歳 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 2 

19 歳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 

合 計 3 2 2 3 5 8 1 1 3 3 14 17 

３ 措置種別件数 

年 度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 合 計 

性 別 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 

委託措置 0 0 1 1 2 2 0 0 0 1 3 4 

一時保護委託 3 2 1 2 3 6 1 1 3 2 11 13 

家裁等補導 

委託 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

私的契約等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

合 計 3 2 2 3 5 8 1 1 3 3 14 17 
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４ 相談経路別入居件数 

  

年 度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 合 計 

性 別 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 

名古屋市 

児童相談所 
3 1 1 2 5 8 1 0 3 3 13 14 

市外児童相談所 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2 

市内 

児童養護施設 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

市外 

児童養護施設 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

児童自立支援 

施設 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

情緒障害児 

短期治療施設 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

家庭裁判所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

保護観察所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

弁 護 士 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

福祉事務所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

里  親 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

家  庭 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

そ の 他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

合  計 3 2 2 3 5 8 1 1 3 3 14 17 
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５ 退居先別件数 

年 度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 合 計 

性 別 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 

アパート

へ移動 
0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 2 3 

会社寮等

へ移動 
0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 3 1 

他施設・機

関へ移動 
2 1 0 0 1 0 0 1 0 2 3 4 

親族・知人

宅へ移動 
1 4 1 0 2 2 2 0 0 0 6 6 

無断退居 

移動 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

その他 2 1 1 1 0 1 0 0 0 1 3 4 

合 計 5 7 4 2 4 4 3 1 1 4 17 18 
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６ 年齢別相談件数 

年 度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 合 計 

性 別 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 

中学生 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 1 4 

15 歳 5 4 2 5 2 1 0 3 1 1 10 14 

16 歳 4 4 4 8 5 6 3 6 8 4 24 28 

17 歳 3 3 2 2 3 4 7 3 2 4 17 16 

18 歳 2 3 8 2 0 4 3 5 1 2 14 16 

19 歳 2 4 2 6 0 3 1 0 0 1 5 14 

20歳以上 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 1 

不 明 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 

合 計 17 19 19 24 11 19 14 18 13 15 74 95 
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７ 相談経路別相談件数 

年 度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 合 計 

性 別 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 

名古屋市 

児童相談所 
4 12 9 9 9 10 8 3 11 9 41 43 

名 古 屋 市 外  

児童相談所 
5 4 2 2 1 4 0 1 1 5 9 16 

市内 

児童養護施設 
0 1 0 0 1 0 2 1 0 1 3 3 

市外 

児童養護施設 
1 0 0   0 0 0 2 0 0 0 3 0 

児童自立支援 

施設 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

情緒障害児 

短期治療施設 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

家庭裁判所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

保護観察所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

弁護士 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 

少年院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

市内区役所 2 3 0 1 0 2 0 0 0 0 2 6 

家庭・里親 1 0 0 1 3 1 0 0 0 0 4 2 

そ の 他 5 4 0 3 0 1 1 3 1 0 7 11 

合 計 19 24 14 16 14 18 13 8 13 15 73 81 
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８ アフターケア件数 

年 度 令和 2 年度 令和 3 年度 

性 別 男 女 男 女 

来 寮 1332 25 43 46 

訪 問 8 3 9 17 

電話・メール 1408 318 351 321 

金銭援助 1 0 0 0 

トラブル・問題発生 0 0 0 0 

宿 泊 0 0 0 0 

その他 144 31 229 201 

合 計 1693 377 632 585 

 

年 度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

性 別 男 女 男 女 男 女 

来 寮 35 30 23 14 30 43 

訪 問 7 7 7 12 3 14 

電話・メール 329 273 183 233 167 287 

金銭援助 0 0 0 0 0 0 

トラブル・問題発生 

0 0 0 0 0 0 

宿 泊 0 0 0 0 0 0 

その他 146 124 123 115 0 0 

合 計 517 434 336 374 276 428 

 

 

 

９ 開設から現在までの総数（平成３年１月１日～令和６年３月３１日） 

 （１） 入居件数     ２９９名（男  １４５名・女  １５４名） 

 （２） 退居件数     ２９４名（男  １４５名・女  １４９名） 

 （３） 相談件数    １０６９件（男  ５２５名・女  ５７２名） 

 （４） アフター件数 １３４８０件（男 ７０９６件・女 ６３８４件） 
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資   料 
 

(か り ん) 
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１ 入退居件数 

年 度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 合計 

性 別 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 

入居件数 ０ ２ ０ ５ ０ １ ０ ２ ０ ２ ０ １２ 

退居件数 ０ ３ ０ ２ ０ ２ ０ １ ０ ３ ０ １１ 

入居件数合計 ２ ５ １ ２ ２ １２ 

退居件数合計 ３ ２ ２ １ ３ １１ 

２ 年齢別入居件数 

年 度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 合 計 

性 別 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 

15 歳 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ ０ ０ １ 

16 歳 ０ １ ０ ３ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ４ 

17 歳 ０ １ ０ １ ０ ０ ０ １ ０ １ ０ ４ 

18 歳 ０ ０ ０ ０ ０ ３ ０ ０ ０ １ ０ ４ 

19 歳 ０ ０ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ 

合 計 ０ ２ ０ ５ ０ ３ ０ ２ ０ ２ ０ １４ 

３ 措置種別件数 

年 度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 合 計 

性 別 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 

委託措置 ０ １ ０ ３ ０ ４ ０ ４ ０ ４ ０ １６ 

一時保護委託 ０ １ ０ ２ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ３ 

家裁等補導 

委託 
０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

私的契約等 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

合 計 ０ ２ ０ ５ ０ ４ ０ ４ ０ ４ ０ １９ 
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４ 相談経路別入居件数 

 年 度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 合 計 

性 別 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 

名古屋市 

児童相談所 
０ ２ ０ ４ ０ １ ０ ２ ０ ２ ０ １１ 

市外 

児童相談所 
０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

市内 

児童養護施設 
０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

市外 

児童養護施設 
０ ０ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ 

児童自立支援 

施設 
０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

情緒障害児 

短期治療施設 
０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

家庭裁判所 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

保護観察所 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

弁 護 士 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

福祉事務所 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

里  親 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

家  庭 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

そ の 他 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

合  計 ０ ２ ０ ５ ０ １ ０ ２ ０ ２ ０ １２ 
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５ 退居先別件数 

年 度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 合 計 

性 別 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 

アパート

へ移動 
０ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ ２ 

会社寮等

へ移動 
０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

他施設・機

関へ移動 
０ １ ０ ２ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ３ 

親族・知人

宅へ移動 
０ １ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ １ ２ ５ 

無断退居 

移動 
０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

その他 ０ ０ ０ ０ ０ ２ ０ ０ ０ ０ ０ ２ 

合 計 ０ ３ ０ ２ ０ ２ ０ １ ０ １ ３ １２ 

 

６ 年齢別相談件数 

年 度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 合 計 

性 別 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 

中学生 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ １ 

15 歳 ０ １ ０ １ ０ ２ ０ ２ ０ １ ０ ７ 

16 歳 ０ ２ ０ ５ ０ ３ ０ １ ０ ２ ０ １３ 

17 歳 ０ １ ０ ４ ０ １ ０ ２ ０ ２ ０ １０ 

18 歳 ０ ４ ０ １ ０ ２ ０ １ ０ ２ ０ １０ 

19 歳 ０ ０ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ ２ ０ ３ 

20歳以上 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

不 明 ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ ２ 

合 計 ０ ９ ０ １２ ０ ８ ０ ６ ０ １１ ０ ４６ 

 

 



 

30 

 

７ 相談経路別相談件数 

年 度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 合 計 

性 別 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 

名古屋市 

児童相談所 
０ ６ ０ １０ ０ ６ ０ ３ ０ ９ ０ ３４ 

名古屋市外  

児童相談所 
０ ０ ０ １ ０ ０ ０ １ ０ １ ０ ３ 

市内児童 

養護施設 
０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

市外児童 

養護施設 
０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ １ ０ ２ 

児童自立 

支援施設 
０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

情緒障害児 

短期治療施設 
０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

家庭裁判所 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

保護観察所 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

弁護士 ０ １ ０ ０ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ ２ 

少年院 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

市内区役所 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

家庭・里親 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ ０ ０ １ 

そ の 他 ０ ２ ０ １ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ ４ 

合 計 ０ ９ ０ １２ ０ ８ ０ ６ ０ １１ ０ ４６ 
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８ アフターケア件数 

年 度 令和２年度 令和３年度 

性 別 男 女 男 女 

来 寮 ０ ３ ０ ４ 

訪 問 ０ １ ０ ２ 

電話・メール ０ ２５ ０ ２６ 

金銭援助 ０ ０ ０ ０ 

トラブル・問題発生 ０ ０ ０ ０ 

宿 泊 ０ ０ ０ ０ 

その他 ０ １８ ０ ０ 

合 計 ０ ４７ ０ ３２ 

 

年 度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

性 別 男 女 男 女 男 女 

来 寮 ０ ５ ０ ４ ０ １４ 

訪 問 ０ ３ ０ １０ ０ １ 

電話・メール ０ ３０ ０ １２７ ０ ２４４ 

金銭援助 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

トラブル・問題発生 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

宿 泊 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

その他 ０ １ ０ １３ ０ ３１ 

合 計 ０ ３９ ０ １５４ ０ ２９０ 

 

 

 

９ 開設から現在までの総数（平成３０年４月１日～令和６年３月３１日） 

 （１） 入居件数       ２０名 

 （２） 退居件数       １７名 

 （３） 相談件数       ６９件 

 （４） アフター件数    ５８３件 

 

 


